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資料４       三重県立熊野古道センターリスク分担表 

 

種類 内容 
負担者 

県 指 定 

管理者 

法令等の変更 

 

管理施設についての設置基準の変更など、法改正に伴い管

理物件の整備が必要となった場合 
○  

上記以外の場合  ○ 

第三者賠償 

（※） 

指定管理者の責めに帰すべき事由により周辺住民等に損害

を与えた場合（不適切な管理運営による騒音・振動等の苦

情等） 

 ○ 

上記以外の場合 ○  

施設利用者への損害 

（※） 

指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与

えた場合（不適切な施設管理による利用者のけが等） 
 ○ 

上記以外の場合 

 
○  

物価変動 人件費、物品等物価変動に伴う経費の増減があった場合 ○ ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増減があった場合  ○ 

不可抗力 
テロ、暴動、天災等により、業務の中止などの履行不能、

施設利用者への損害及び施設・設備の損壊等があった場合 
○ ○ 

資金調達 
県の支払い遅延・不能に関するもの ○  

上記以外の場合  ○ 

施設競合 競合施設による利用者の減少、収入の減少があった場合  ○ 

需要変動 当初の需要見込みと実施結果との差異によるもの  ○ 

税制度の変更 税制度の変更があった場合 ○ ○ 

管理施設の修繕 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

修繕に係る費用が１件当たり５０万円を超えない場合（経

年劣化の場合も含む） 
 ○ 

上記以外の場合 ○ ○ 

備品等の損傷、損壊、

盗難 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

修理等に係る費用が１件当たり５０万円を超えない場合

（経年劣化の場合も含む） 
 ○ 

上記以外の場合 ○ ○ 

債務不履行 
県における協定内容の不履行があった場合 ○  

指定管理者の業務及び協定内容の不履行があった場合  ○ 

情報管理 
指定管理者の責めに帰すべき事由により情報が漏洩した場

合 
 ○ 

管理施設の利用不能

等による収入の減少 

指定管理者の責めに帰すべき事由により管理施設が利用不

能となった場合 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

指定期間満了時等の

費用 

指定の期間が終了した場合、又は指定期間中における指定

の取消しをした場合における業務引継ぎに要する費用 
 ○ 

（※） 指定管理者が加入する保険で対応できる場合は、保険での対応を優先し、保険金額を超え 

る部分については、県及び指定管理者で協議して決定するものとする。 
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資料４－２ 三重県立熊野古道センターリスク分担表（税制度の変更） 

 

○指定管理料上限額の消費税の考え方 

・応募されるすべての方へ 

募集要項「６ 管理に関する経費等」において、県が指定管理期間中に支払う施設の

管理に要する経費に係る消費税及び地方消費税は、１０％として積算しています。 

したがって、指定管理者の指定を受けようとする法人等が提出する書類のうち、別紙

様式４収支計画書他、各年度の指定管理料について、この点を踏まえて算出してくださ

い。 

 

 

・指定管理者の候補者の方へ 

指定管理者の候補者（後に、県議会の議決を経て指定管理者）となった１者は、提出

済みの収支計画書他、各年度の指定管理料に関する内訳を整理（※１）し、基本協定書

締結までに事務局へ提出してください。 

※１ 課税科目と非課税項目の整理、各課税科目における消費税額 等 

 

各指定管理年度の事業計画等関係書類を前年度に提出する際、県が想定している当該

年度の消費税率に変更がある場合、すなわち基本協定時に提出した消費税率に変更があ

る場合は、当然、適用する税率で再算定したうえで事業計画（収支計算書）を提出して

ください。 

この場合、県は基本協定時に提出された前述の経費内訳と比較し適正な消費税額とな

っているか精査します。 

 

 

 


